




第５編                                                                       2011.4.1 改訂 

 

1-7-1 墜 落 防 止 一 般   年  月  日 

取引業者                    

施工場所                    

略 

称 

 
統責者   点検者 

    

区分 点   検   項   目 
（関係法令等） 

点検区分 
チェック 記 事 ・ 是 正 等 

当社 業者 

設

備

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

E 

高さが２ｍ以上で墜落のおそれがある作業のときは、足場を設

け作業床が確保されているか （則 518、563） 
    

高さが２ｍ以上の作業床の端、開口部等で墜落のおそれがある

箇所には、囲い、手すり、覆い等が設けられているか 
 （則 519） 

   

作業床がどうしても設けられないときは、安全ネットを張り、

安全帯を使用させる等の措置を講じているか （則 518） 
   

作業床の端、開口部等にどうしても囲い、手すり、覆い等が設

けられないときは、安全ネットを張り、安全帯を使用させる等

の措置を講じているか （則 519） 

   

作業のため臨時に作業床、囲い、手すり、覆い等を取外すとき

は、安全ネットを張り、安全帯を使用させる等の措置を講じて

いるか （則 519、563） 

   

高さ又は深さが１.５ｍをこえる場所で作業するときは昇降設

備はあるか （則 526） 
   

開口部にはわかりやすい場所に注意標識があるか    
採光、照明は十分か    
安全帯取付設備はあるか、設置高さ、強度はよいか 
 （則 521） 

   

    

A

作

事

中

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
E 

作業場所までの通路、昇降設備はあるか、これら以外のところ

を通行していないか （則 526、540） 
   

作業主任者（一定条件以上）又は作業指揮者（作業主任者を選

任するときを除いた墜落危険作業）は選任・指名、配置したか

 （則 529、565） 

   

工事で競合する他職種間との連絡調整は十分か （法 30）    
作業開始前に、作業の方法及び順序を作業者に周知させている

か （則 529、566） 
   

作業中は、作業主任者又は作業指揮者が作業を直接指揮すると

ともに、安全帯等の使用状況を監視しているか  
 （則 529、566） 

   

墜落危険箇所への関係者以外立入禁止措置はよいか （則 530）    
設置後すぐに作業床となる足場板、デッキプレート等は配置後

直ちに固定しているか 
   

床版型枠、荷取りステージ上等への積載物は最大積載荷重以内

で、分散して置いているか （則 562） 
   

悪天候のため危険が予想されるときは作業を中止しているか  
 （則 522） 

   

    
 

（点検記号 良好：○印、不良：×印、該当せず：／印） 



第５編                                                                       2011.4.1 改訂 

 

1-7-2 開    口    部   年  月  日 

取引業者                    

施工場所                    

略 

称 

 
統責者   点検者 

    

区分 点   検   項   目 
（関係法令等） 

点検区分 
チェック 記 事 ・ 是 正 等 

当社 業者 

設

備

 
 

 
 

 
 

 
 

 
E 

すべての開口部には、囲い、手すり、覆い、または蓋が設けら

れているか （則 519） 

    

囲い、手すりは、高さ９０ｃｍで、中さん、巾木のついた丈夫

な構造か 

   

蓋は丈夫な構造で、移動しないように固定されているか、ばた

つきや、反りはないか 

   

開口部注意標識が見やすい場所に標示してあるか    

蓋には虎模様縁取り等の識別しやすい標示があるか    

周囲に適切な照明設備があるか    

各階吹抜けの開口部には、手すりの内側に垂直防網（グリーン

ネット等）がとりつけられてあるか 

   

蓋には制限荷重、「危ない！乗るな！」等の表示があるか    

    

A

管

理

 
 

 
 

 
 

 
E 

開口部点検責任者が決められているか    

点検体制が定められ、常に点検のうえ完全な状態が保たれてい

るか 

   

開口部の防護設備を作業のため１部取外すときの管理体制が

定められ、周知されているか 

   

作業のため防護設備を取外す予定がある開口部には、安全帯取

付設備があるか 

   

開口部に接近して材料が積まれていないか    

開口部の周りから材料の飛来落下のおそれはないか    

    
A

作

業

中

 
 

 
 

 
 

 
 

E 
開口部防護施設を取外して作業するときは、管理体制にもとづ

き許可をうけているか 

   

作業する開口部の上下階には「作業中」の標示があるか    

最下階には、床開口がなくても、開口部下に立入り禁止の柵又

はバリケート等があるか 

   

作業中は安全帯を使用しているか    

作業終了時及び作業中断時は直ちに元の状態に復旧されてい

るか 

   

作業終了及び復旧完了の報告はされているか    

    

 

（点検記号 良好：○印、不良：×印、該当せず：／印） 
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1-7-3 作 業 床、 床 端 部   年  月  日 

取引業者                    

施工場所                    

略 

称 

 
統責者   作業 

    

区分 点   検   項   目 
（関係法令等） 

点検区分 
チェック 記 事 ・ 是 正 等 

当社 業者 

作

業

床

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
E 

高さ２ｍ以上の作業場所には作業床が設けられているか 
 （則 518､563） 

    

作業床の幅は４０ｃｍ以上で床材間のすき間は３ｃｍ以下か  
 （則 563） 

   

墜落のおそれのある箇所には高さ９０ｃｍの手すり（中さん、

巾木付き）があるか （則 563） 

   

作業床の支持物は上部荷重により破壊しない丈夫な構造・材

料か （則 563） 

   

足場板は３点支持のうえ、結束されているか    

足場板の長手方向重ね合せ部は、支点上で２０ｃｍ以上重ねら

れているか （則 563） 

   

足場板の支点よりの突出し長は１０ｃｍ以上で足場板長の

1/18 以下か（４ｍの足場板のとき１０～２２ｃｍの範囲） 
 （則 563） 

   

合板又は木製足場板は、傷、腐食、割れ、節、虫食い等の著し

い損傷、欠点がないか （則 559） 

   

作業床までの通路、昇降設備等はあるか （則 540）    

    

A

床

端

部

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

E 

床端部には高さ９０ｃｍの丈夫な手すり（中さん、巾木つき）が

あるか （則 563） 

   

カーテンウォール等で外部に面した床端で手すりの設置が困

難なときは、柱内側にワイヤロープ２段張りのうえ緊張されて

いるか（柱への結束間隔１０ｍ以内） 

   

上記の場合、ワイヤロープ外への関係者以外立入禁止標示及び

ロープ外作業時の安全帯使用標示はあるか （則 563） 

   

掘削作業のため手すりの設置が困難な箇所には、法肩より５０

ｃｍ以上手前にロープ張り又はバリケードの設置と、関係者以

外立入禁止の標示はあるか 

   

室内で同一階に高低差のあるときは、安全通路を定め、高低差

のある部分にロープ又はバリケードで表示しているか 

   

枠組足場コーナー部分床端には妻手すり（ＳＧＲＤ又は単管パイ

プ）が取付られているか 

   

    

 

（点検記号 良好：○印、不良：×印、該当せず：／印） 
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1-7-4 材 料 荷 揚 げ 卸 し 口   年  月  日 

取引業者                    

施工場所                    

略 

称 

 
統責者   点検者 

    

区分 点   検   項   目 
（関係法令等） 

点検区分 
チェック 記 事 ・ 是 正 等 

当社 業者 

設

備

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

E 

荷取り作業のないときは、囲い、手すり、覆い等が設けられて

いるか （則 519） 
    

囲い、手すりは高さ９０ｃｍで中さん、巾木のついた丈夫な構

造か 
   

開口部注意標識が見やすい場所に標示してあるか、周囲に適切

な照明設備があるか 
   

安全帯の取付設備はあるか 
（原則として手すりを安全帯取付設備と兼用しない） 

   

荷取り口としてひんぱんに使用する部分は、取扱い（取外し、

復旧）に便利な手すり、囲いとしてあるか 

   

荷取り作業がないときは、中間階に安全ネットを張ってあるか

 （則 537） 
   

最下階には危険区域を指定し、柵、囲いなどの立入禁止設備を

設け、標示してあるか （則 537） 
   

    

A

作

業

中

 
 

 
 

 
 

 
 

E 

荷取り作業中は、「荷揚げ中」の標識を掲示するか、標識代り

のランプがつくようになっているか 
   

荷取り作業中は開口部下に人が立入らないように、立入禁止の

措置と表示はあるか （則 537） 
   

荷くずれや飛来落下のおそれがある場合、監視人が配置されて

いるか （則 538） 
   

荷の取込み作業中は必ず安全帯を使用しているか    
荷取り作業には玉掛有資格者（吊り能力１ｔ以上の揚重機のとき

技能講習修了者、１ｔ未満のとき特別教育修了者）が配置されてい

るか 
 （令 20､則 36､41､ク則 221､222） 

   

    
A

建

設

用

リ

フ

ト

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
E 

搬器と踊場のすき間は４ｃｍ以下か （リフト構 20）    
搬器に人の乗ることを禁止し、「搭乗厳禁」の表示をしている

か （ク則 186） 
   

積載荷重を越える荷重をかけて使っていないか 
 （ク則 184） 

   

運転手は特別教育修了者を指名し、氏名及び運転上の注意事項

を表示しているか 
 （則 36､ク則 183） 

   

運転について合図を統一し、合図を行う者を指名しその者に合

図を行わせているか （ク則 185） 
   

搬器は荷上げ終了後最下階におろしてあるか    
    

 

（点検記号 良好：○印、不良：×印、該当せず：／印） 
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1-7-5 屋       根   年  月  日 

取引業者                    

施工場所                    

略 

称 

 
統責者   点検者 

    

区分 点   検   項   目 
（関係法令等） 

点検区分 
チェック 記 事 ・ 是 正 等 

当社 業者 

ス

レ

ー

ト

屋

根

踏

抜

き

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
E 

作業指揮者が指名され、直接作業を指揮しているか 
 （則 529） 

    

幅が３０ｃｍ以上の歩み板を屋根面に敷いて作業しているか 
 （則 524） 

   

歩み板は滑落、移動しないよう、フックボルト等に固定してい

るか 

   

はり、母屋下面に安全ネット又は水平養生棚を設けているか  
 （則 524） 

   

安全帯取付設備（水平親綱、ルーフロープ等）は設けているか 
作業範囲のどこでも安全帯が使用できるか （則 521） 

   

材料を屋根上の作業床等に仮置くときは、分散して置いている

か、最大積載荷重を表示しているか （則 562） 

   

材料の揚げ卸し場所には作業床が設けてあるか、安全帯取付設

備はあるか 

   

強風、降雨、降雪等で滑り易くなっているときは作業を中止し

ているか 

   

安全帯を使用しているか    

    

A

屋

根

か

ら

の

滑

落

等

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

E 

勾配が２６度（１／２勾配）以上の屋根ふきを行うときは、屋

根足場を設けているか 

   

歩み板は母屋に直角に敷かれているか、勾配のあるときは踏さ

ん等の滑り止めはあるか 

   

歩み板は３以上の母屋等にかけわたし、結束されているか    

はり、母屋下面に安全ネット又は水平養生棚を設けているか    

滑り易い履物を使っていないか（安全地下足袋が適当）    

母屋等の塗装後は乾燥してから作業を始めているか（塗装直後

は滑るおそれがある） 

   

安全帯取付設備（水平親綱、ルーフロープ等）は設けているか、

作業範囲のどこでも安全帯が使用できるか （則 521） 

   

歩み板ははね出しになっていないか （則 563）    

強風、降雨、降雪等で滑り易くなっているときは作業を中止し

ているか 

   

安全帯を使用しているか    

    

 

（点検記号 良好：○印、不良：×印、該当せず：／印） 
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1-7-6 水 平 安 全 ネ ッ ト   年  月  日 

取引業者                    

施工場所                    

略 

称 

 
統責者   点検者 

    

区分 点   検   項   目 
（関係法令等） 

点検区分 
チェック 記 事 ・ 是 正 等 

当社 業者 

計

画

 
 

 
 

E 

鉄骨建方、足場組立等の計画にネットの設置計画（設置時期を

含む）が組込まれているか 

    

荷取り部等で、たえずネットを取外し・復旧する部分は、取付

け方法が工夫されているか（開閉式等） 

   

    

A

材

料

 
 

 
 

 
 

 
E 

仮設工業会の「安全ネット認定基準」合格品か 
（ラベル又はプレートで確認できる） 

   

１年以上の経年使用品を再使用するときは、網糸強度検査済み

のものが納入されているか 
（リース元で強度確認検査ののち出荷させる） 

   

設置面積に応じた適切な寸法のネットが納入されているか    

複合ネットとして使用するときは、縁綱間の結合方法を定め

て、所定の材料を用意したか 
合成繊維ロープ又は専用金具により３０ｃｍ間隔以下で緊結す

る 

   

破損や著しい汚れはないか、異物が付着していないか    

    

A

設

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
E 

支持点の強度は６００ kg 以上（多数の点で支持するときは２００

×支持間隔（ｍ）ｋｇ以上）あるか 

   

各吊綱は支持点に確実に緊結されているか    

支持点間隔は、ネット周囲のすき間から墜落するおそれのない

間隔か（すき間は１５～２０ｃｍ以内とする） 

   

ネットを重ね合せて使用するときは、重ね合せ部分は１.０ｍ

以上あるか 

   

複合ネットのときは、縁綱相互間は所定の材料により結合され

ているか（番線結束は不可） 

   

作業位置よりネット取付位置までの垂直距離、ネットと下部の

空き、ネットの垂れはよいか 
（「技術指針８」に詳細と計算式があるので参照のこと） 

   

ネット上に飛散、落下したものがひっかかっていないか    

    

A

設
置
・
使
用

 
 
 
 
 
 
 

E 

ネット取付・取外し作業者は安全帯を使用しているか    

作業の都合で、一時取外したネットや吊綱は、作業終了後確実

に復旧しているか 

   

    

 
 
 
 
 
 
 
 
（点検記号 良好：○印、不良：×印、該当せず：／印） 
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1-7-7 安 全 帯 取 付 設 備   年  月  日 

取引業者                    

施工場所                    

略 

称 

 
統責者   点検者 

    

区分 点   検   項   目 
（関係法令等） 

点検区分 
チェック 記 事 ・ 是 正 等 

当社 業者 

設

置

場

所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

E 

高さ２ｍ以上で墜落の危険がある場所で、作業床の設置が困難

なときは、安全帯を使用できる取付設備はあるか  
 （則 518､521） 

    

作業床端で手すりの設置が困難な場所には、安全帯を使用でき

る取付設備はあるか （則 519､521､563） 

   

外部足場の組立解体、鉄骨の建方等の作業では水平親綱が設置

されているか （則 564､517 の 2） 

   

鉄骨柱タラップ、転落の危険のある斜面や屋根上で昇降や作業

をするときは、垂直親綱、安全ブロック等が設置されているか

 （則 517 の 2） 

   

    

A

親

綱

設

備

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
E 

安全帯取付設備を設け、安全帯により墜落の危険を防止するこ

ととなっている場所には、「安全帯使用」の警告標示が見やす

い場所に掲示されているか 

   

安全帯取付設備の強度は十分か、親綱等の固定部は十分な強度

があるか、専用のロープ金具が使われているか 

   

水平親綱の設置に親綱支柱を使用するときは、落下時の衝撃力

に耐えられる十分な強度があるか 
手すり用スタンションは支柱として使用できない。親綱支柱は

仮設工業会技術基準適合品とする。単管パイプを使用するとき

は自在型キャッチクランプ２個使いのうえ、両端部は控えロー

プをとる。 

   

親綱は合成繊維ロープでは径１６ｍｍで衝撃等を受けていな

いものが使用されているか。 
 

   

ワイヤロープを親綱として使用するときは径９～１２ｍｍで

素線の破断や径の減少（７％まで可）キンク、著しい腐食のな

いものが使用されているか 

   

水平親綱はたるみのないように緊張されているか 
（必要により緊張器を使用する） 

   

水平親綱支持点の間隔は落下時に下の床面に撃突しないよう

な設置間隔か（階高３.７ｍのとき支柱間隔は最大４.５ｍまで。こ

れ以上のときは中間支柱が必要） 

   

    

 

（点検記号 良好：○印、不良：×印、該当せず：／印） 


